
（注意喚起）第 8 回シェムリアップ・リバーフェスティバルの開催 

 

令和 6 年 3 月 15 日 

在シェムリアップ領事事務所 

 

●3 月 15 日（金）から 17 日（日）の間、シェムリアップ市内において、リバーフェスティ

バルが開催されます。関係当局によれば、市内交通規制される範囲は、シェムリアッ

プ川沿い会場周辺の国立博物館前付近からパブストリート周辺に加え同周辺に繋が

る道も規制されます。なお、時間帯は発表されていませんが、既に一部の区間につい

ては規制されています。 

●多数の人手が見込まれ市内では、相当な混雑が予想され、犯罪や事故等も増える

ことが懸念されるため、外出の際には十分注意してください。 

 

１．3 月 15 日（金）から 17 日（日）までの間、シェムリアップ市内において、第 8 回リバ

ーフェスティバルが開催されます。関係当局によれば、シェムリアップ川沿い会場周

辺の国立博物館前付近からパブストリート周辺一帯が交通規制されます。 

 

２．期間中、早朝から深夜までコンサート、パフォーマンス、フードフェスティバル等が

行われることに伴い、外国人観光客を含む多数の人手が見込まれ、相当な混雑が予

想されます。多数の人が集まる場所では、ひったくり、スリ置き、引き等の一般犯罪や

薬物犯罪等の各種犯罪も増えることが懸念され、より一層周囲の状況に注意して警

戒を怠らないでください。また、思わぬ事件・事故に巻き込まれる恐れもありますので、

外出の際は人が集まっている場所や異変を察知した場合は、速やかにその場を離れ

る等自身の安全確保を最優先してください。 

 

３．万一、パスポートの盗難や紛失の際には、カンボジアからの出国にあたり、領事

事務所（又は在カンボジア日本大使館）において、パスポート又は帰国のための渡航

書の発給申請及びカンボジア入国管理局において、出国査証の取得等の手続きが

必要となります。詳しくは、以下の URL を参照願います。 

 

在カンボジア日本大使館ホームページ（パスポート紛失・盗難時の手続き）： 

https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/passport_lost.html 

 

【参考】 シェムリアップ州政府 Facebook 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=759836549624007&id=10006793006

2201&mibextid=WC7FNe 

（了） 
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